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（注２）「設置者」・・・学校の設置者（国立大学法人、公立大学法人、学校法人等）

（注１）「確認者」・・・国立大学、私立大学等：文部科学大臣 厚生労働省所管専門学校：厚生労働大臣 公立大学等：地方公共団体の長 私立専門学校：都道府県知事

（注３）「機関要件の確認」は、想定される標準的なスケジュールを表示
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5/10～

6/上旬

6/下旬

8/上旬 12月頃

5/中旬～ 6/下旬～ 7/中旬～

8/中旬～

9/中下旬

生徒の成績・
意欲確認など

（※）

（※） ８月上旬の推薦期限までに対応できない場合は、９月中旬頃まで受け付ける予定

高校夏休み


